
高知県環境不動産の認定等に関する取扱要綱（新旧対照表）

新 旧

○高知県環境不動産の認定等に関する取扱要綱

第１条～第３条「略」

（環境不動産の事前確認）

第４条 環境不動産の認定を受ける建築物の新築等を行う者（以下「建築主」とい

う。）は、前条の認定基準等の評価及び認証を受けた後、工事完了予定日の30日

前までに別記第１号様式により当該建築物に関する高知県環境不動産計画書（以

下「計画書」という。）を知事に提出し、当該建築物が環境不動産に該当する旨

の事前確認を受けなければならない。ただし、条例第11条に規定する容積率の

緩和を受けようとする場合は、当該建築物の新築等に係る工事着手の前日までに

事前確認を受けなければならない。

第２項～第３項「略」

第５条～第13条「略」

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

この要綱は、令和７年５月22日から施行する。

この要綱は、令和７年11月６日から施行する。

別表第１～別表第４「略」

○高知県環境不動産の認定等に関する取扱要綱

第１条～第３条「略」

（環境不動産の事前確認）

第４条 環境不動産の認定を受ける建築物の新築等を行おうとする者（以下「建築主」

という。）は、別記第１号様式により当該建築物に関する高知県環境不動産計画書（以

下「計画書」という。）を知事に提出し、当該建築物の新築等に係る工事着手の前日ま

でに当該建築物が環境不動産に該当する旨の事前確認を受けなければならない。

第２項～第３項「略」

第５条～第13条「略」

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

この要綱は、令和７年５月22日から施行する。

別表第１～別表第４「略」



新 旧



新 旧

（別紙）「略」

別記

第２号様式～第８号様式「略」

（別紙）「略」

別記

第２号様式～第８号様式「略」


